
 

 

県では、事務の簡素化・迅速化を図るため、令和４年４月1日以
降、県工事及び工事に係る業務委託について、前金払、中間前金払
に係る前払額決定申請手続を廃止します。 

※前金払、中間前金払の支払条件は、入札公告、入札通知書等をご確認ください。 
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発注者（県） 受注者 

保証事業会社 
（西日本建設業保証㈱等） 

④
保
証
契
約
申
込 

⑤
保
証
契
約
締
結 

⑥
保
証
証
交
付 

②前払額決定申請 

③前払額決定通知 

⑦請負契約締結・前払金支払手続 

(保証証書寄託【受注者→県】) 

発注者（県） 受注者 

保証事業会社 
（西日本建設業保証㈱等） 

①中間前金払認定申請 

⑤
保
証
契
約
申
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⑥
保
証
契
約
締
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⑦
保
証
証
書
交
付 

②中間前金払認定調書交付 

④中間前払額決定通知 

⑧中間前払金支払手続（請求・支払） 

(保証証書寄託【受注者→県】) 

③中間前払額決定申請 

①落札決定通知 

②、③の手続きを廃止 

③、④の手続きを廃止 

前金払、中間前金払に係る前払額決定申請手続の廃止について 

手続きの流れ 

令和４年４月以降、

申請は不要です。 

（愛媛県工事執行規程

様式第３号） 

 

 

 

 

【お問い合わせ先】 
〒790-8570 愛媛県松山市一番町四丁目４－２ 
愛媛県 総務部 行財政改革局 行革分権課 
行政管理室 入札監理グループ 
電話 089-968-2294 FAX 089-912-2237 


